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男鹿市告示第１３４号 

 

男鹿市婚活イベント参加費助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和７年１０月１日 

 

男鹿市長 菅 原 広 二 

 

男鹿市婚活イベント参加費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市婚活イベント参加費助成金交付要綱（令和６年男鹿市告示第６３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（対象者） （対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「対象者」と

いう）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「対象者」と

いう。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 婚活イベント参加時において、あきた結婚支援セン

ターに会員登録していること。 

⑴～⑶ （略） ⑵～⑷ （略） 

（助成対象経費） （助成対象経費） 

第４条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」と 第４条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」と
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いう。）は、次の各号の要件のいずれにも該当する婚活

イベントに係る参加費とする。 

いう。）は、次の各号の要件のいずれにも該当する婚活

イベントに係る参加費とする。 

 ⑴ 一般社団法人あきた結婚支援センターに情報が掲載

されているものであること。 

⑴及び⑵ （略） ⑵及び⑶ （略） 

⑶ チラシ配付、ポスター掲示、ＳＮＳ等、誰もが見る

ことができる方法で周知し、一般公募を行っている婚

活イベントであること。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表） 
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（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この告示は、令和７年１０月１日から施行する。 


